
相続税申告報酬  

     

１．基本報酬    

遺産総額 相続税申告報酬額  

 ６，０００万円以下 ２００，０００円  

 ６，０００万円超 １億円以下の部分 遺産総額 × ０，３３％  

 １億円超 ２億円以下の部分 遺産総額 × ０，２５％  

 ２億円超 ３億円以下の部分 遺産総額 × ０，２２％  

 ３億円超 ４億円以下の部分 遺産総額 × ０，２０％  

 ４億円超 ５億円以下の部分 遺産総額 × ０，１８％  

 ５億円超 ６億円以下の部分 遺産総額 × ０，１６％  

 ６億円超 １０億円以下の部分 遺産総額 × ０，１５％  

 １０億円超の部分 別途ご相談の上お見積り  

※遺産総額は全財産の合計額で、各種特例等の評価減、非課税、債務、葬儀費用等  

  控除前の金額となります。    

     

２．加算報酬    

加算項目 相続税申告報酬追加額  

相続人が複数の場合（1名追加毎） ３０，０００円  

土地（１利用区分ごとに） ５０，０００円  

土地（広大地・複雑な評価のもの） １００，０００円～  

非上場株式（１法人ごとに） ５０，０００円～  

遺産分割協議書の作成 ３０，０００円  

税理士書面添付 ７０，０００円  

日当（役所、現地調査、税務調査等） ４０，０００円／日  

     

３．別途追加報酬が必要な場合  

所得税準確定申告 ５０，０００円～  

相続税修正申告 ５０，０００円～  

相続税の物納申請 １５０，０００円～  

相続税の延納申請 ５０，０００円～  

農地等の納税猶予申請 ３０，０００円～  

旅費、交通費、各種証明書取得実費

及び手数料 
実費  

 ※上記報酬には別途消費税をいただきます。  

 


